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西 脇 市 地 区 ま ち づ く り 実 践 補 助 金 交 付 規 程  

 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 地 区 の 特 色 、 資 源 等 を 生 か し た 事 業 や 地

区 の 活 性 化 に 向 け た 取 組 な ど 、 地 区 住 民 が 主 体 と な っ て 、 生

き 生 き と 暮 ら す こ と が で き る 地 区 か ら の ま ち づ く り を 実 践 す

る 事 業 に 対 し 、 市 が 交 付 す る 西 脇 市 地 区 ま ち づ く り 実 践 補 助

金（ 以 下「 補 助 金 」と い う 。）に 関 し 、必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 に お い て 「 地 区 」 と は 、 西 脇 、 津 万 、 日 野 、

重 春 、 野 村 、 比 延 、 芳 田 及 び 黒 田 庄 の ８ 地 区 を い う 。  

（ 補 助 対 象 事 業 者 ）  

第 ３ 条  補 助 対 象 事 業 者 は 、 地 区 内 の 各 種 団 体 等 が 一 体 と な っ

た 地 区 推 進 組 織 、 地 区 ま ち づ く り 委 員 会 等 の 地 区 ま ち づ く り

推 進 組 織 （ 以 下 「 地 区 組 織 」 と い う 。 ） と す る 。  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ４ 条  補 助 対 象 事 業 は 、 次 の と お り と す る 。  

⑴  地 区 ま ち づ く り 計 画 、 地 域 福 祉 計 画 等 （ 以 下 「 地 区 ま ち

づ く り 計 画 等 」 と い う 。 ） に 掲 げ る 事 業 で 、 地 区 の 活 性 化

に 向 け た 事 業 及 び 特 色 、 資 源 等 を 生 か し た も の  

⑵  地 区 ま ち づ く り 計 画 等 に 掲 げ る 事 業 以 外 で 、 地 区 の 活 性

化 等 に 向 け た も の  

⑶  地 区 住 民 の 労 力 提 供 に よ る 整 備 事 業  

⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 事 業  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 別 表 第 １ の 左 欄 に

掲 げ る 適 用 条 項 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 補 助 率 の

範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

２  補 助 対 象 経 費 は 、 別 表 第 ２ に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 企 画 書 の 提 出 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 地 区 組 織 は 、 地 区 ま ち

づ く り 実 践 企 画 書 （ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 企 画 書 」 と い う 。 ）

を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  企 画 書 を 提 出 し た 地 区 組 織 は 、 市 が 実 施 す る 公 開 プ レ ゼ ン

テ ー シ ョ ン に 出 席 し 、 企 画 事 業 の 提 案 説 明 を 行 わ な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 市 長 が 公 開 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 実 施 し な

い こ と が や む を 得 な い と 認 め た 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

（ 事 業 の 採 択 ）  
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第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 企 画 書 を 受 理 し た と き は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、審 査 結 果 を 地 区 ま ち づ く り 実 践 企 画 書（ 採

択 ・ 不 採 択 ） 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 当 該 申 請 者 に 通

知 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 掲 げ る 審 査 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に よ っ て 行 う も の と

す る 。  

⑴  地 区 ま ち づ く り に 資 す る 事 業 で あ る こ と 。  

⑵  公 益 性 の 高 い 事 業 で あ る こ と 。  

⑶  事 業 計 画 及 び 予 算 計 画 に 客 観 性 及 び 現 実 性 が あ る こ と 。  

⑷  事 業 計 画 の 手 段 に 社 会 的 相 当 性 が あ り 、 効 果 が 期 待 で き

る こ と 。  

⑸  地 区 組 織 の 活 動 と し て の 特 性 が 生 か さ れ て い る こ と 。  

⑹  将 来 に お い て 、 自 立 的 に 活 動 で き る 可 能 性 が 期 待 で き る

こ と 。  

３  市 長 は 、 企 画 書 の 採 択 に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 、 西 脇 市

ま ち づ く り 推 進 審 議 会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 手 続 ）  

第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 手 続 そ の 他 必 要 な 事 項 は 、 西 脇 市 補 助 金

等 交 付 規 則（ 平 成 1 7年 西 脇 市 規 則 第 4 5号 ）に よ る も の と す る 。  

（ 活 動 報 告 会 等 へ の 出 席 ）  

第 ９ 条  補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 地 区 組 織 は 、 市 長 が 活 動 報

告 及 び 地 区 組 織 相 互 の 交 流 、 意 見 交 換 等 を す る 機 会 と し て 活

動 報 告 会 を 開 催 す る 場 合 に は 、 こ れ に 出 席 し 、 活 動 状 況 を 報

告 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 1 0条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定

め る 。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 1 9年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 西 脇 市 コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 推 進 補 助 金 交 付 規 程 等 の 廃 止 ）  

２  次 に 掲 げ る 告 示 は 、 廃 止 す る 。  

⑴  西 脇 市 コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 推 進 補 助 金 交 付 規 程 （ 平 成 ５ 年

西 脇 市 告 示 第 1 1 0号 ）  

⑵  西 脇 市 生 涯 学 習 ま ち づ く り 協 議 会 活 動 推 進 補 助 金 交 付 規

程 （ 平 成 ９ 年 西 脇 市 告 示 第 1 1 6号 ）  

⑶  地 区 ま ち づ く り 計 画 実 践 補 助 金 交 付 規 程 （ 平 成 1 8年 西 脇

市 告 示 第 4 0号 ）  
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（ こ の 告 示 の 失 効 ）  

３  こ の 告 示 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 3 1日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

附  則 （ 平 成 2 2年 ４ 月 1 6日 告 示 第 7 7号 ）  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 5年 ３ 月 2 9日 告 示 第 4 9号 ）  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 6年 ３ 月 3 1日 告 示 第 4 8号 ）  

こ の 告 示 は 、 平 成 2 6年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 8年 ３ 月 3 1日 告 示 第 4 4号 ）  

こ の 告 示 は 、 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則

第 ３ 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 3 1年 ３ 月 2 9日 告 示 第 6 8号 ）  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ４ 年 ３ 月 3 1日 告 示 第 7 0号 ）  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表 第 １ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

適 用 条 項  補 助 率  

第 ４ 条 第 １ 号  補 助 対 象 経 費 の ２ 分 の １ 以 内 。 た だ し 、 特 に 必

要 が あ る 場 合 に は こ れ を 超 え て 申 請 で き 、 審 査

に お い て そ の 必 要 性 が 認 め ら れ た 場 合 に は 、 1 0

分 の 1 0ま で の 範 囲 の 補 助 率 を 適 用 で き る 。  

第 ４ 条 第 ２ 号  

第 ４ 条 第 ３ 号  
補 助 対 象 経 費 （ 原 材 料 費 並 び に 使 用 料 及 び 賃 借

料 に 限 る 。 ） の 1 0分 の 1 0以 内  

第 ４ 条 第 ４ 号  市 長 が 必 要 と 認 め た 額  

別 表 第 ２ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

項 目  内 容  

賃 金  地 区 協 議 会 を 運 営 す る 上 で 必 要 な 事 務 局 職 員

賃 金  

報 償 費  講 師 謝 礼 、 協 力 者 謝 礼 等  

旅 費  講 師 、 出 演 者 等 の 旅 費  

需 用 費  

 消 耗 品 費  事 業 実 施 に 必 要 な 消 耗 品 費  

燃 料 費  作 業 等 に 必 要 な 機 材 、 車 両 等 の 燃 料 費  

食 糧 費  講 師 等 の 賄 い 費  

印 刷 製 本 費  ポ ス タ ー 、 チ ラ シ 等 の 印 刷 費  

光 熱 水 費  電 気 、 水 道 、 ガ ス 等  

役 務 費  

 通 信 運 搬 費  事 業 の 実 施 、 連 絡 等 に 必 要 な 郵 送 料 等  

手 数 料  ク リ ー ニ ン グ 、 検 査 手 数 料 等  

保 険 料  傷 害 保 険 、 損 害 保 険 等  

使 用 料 及 び 賃 借 料  機 器 借 り 上 げ 料 、 会 場 使 用 料 等  

原 材 料 費  事 業 に 直 接 要 す る 原 材 料 費  

※  上 記 に な い 経 費 に つ い て は 、 別 途 協 議 し て 決 定 す る 。  

様 式 第 １ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  
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様 式 第 ２ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 


